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コンプライアンスの通報体制図

処分
（必要に応じ）

※事実確認をします。

研究不正調査委員会

研究活動上の不正行為の調査等
を行います。

☆委員長
理事（研究・医療・評価・ＩＲ担当）
☆委員
・本学の教員のうち学長が
指名する者若干人

・委員長が指名する研究活動に関
し識見を有する学外者若干人

・委員長が指名する法律に関し専
門知識を有する学外者若干人

予備調査委員会

委員長：コンプライアンス
推進責任者

事案判断

コンプライアンス委員会

一般事案・公的研究費の不正使用
の調査等を行います。

☆委員長
安全・安心機構倫理・人権部門長
☆委員
・各学系から選出された教員各１人

・センター連絡調整会議から選出さ
れた教員１人

・医学部附属病院から選出された
教員１人
・弁護士等の法律専門家
・企業経営に関する有識者
・総務部長
・その他委員長が必要と認めた者
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予備調査委員会

委員長：コンプライアンス
推進責任者

研究活動上の
不正行為事案

公的研究費の
不正使用事案

一般事案

通
報
・相
談

理事（研究・医療・評価・ＩＲ担当）

理事（財務・労務管理担当）

コンプライアンス推進責任者

※予備調査をします。

※予備調査をします。


